
役員及び評議員の報酬等に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人鳥取家政学園（以下「法人」という。）の寄附行為第51条の規程に 

基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 役員とは、理事及び監事をいう。 

（２） 職員理事とは、前１号の理事のうち学園の職員としての立場を有する者をいう。 

（３） 評議員とは、寄附行為第31条に基づき置かれる者をいう。 

（４） 報酬とは、職務執行の対価として受ける財産上の利益であり、金銭の給付をいう。 

（５） 旅費とは、職務遂行に伴い発生する交通費、宿泊費等の経費をいう。 

 

（報酬の支給） 

第３条 法人は、役員及び評議員に報酬を支給するものとする。 

 

（報酬の額の算定方法） 

第４条 役員及び評議員の報酬の額は理事会において決定し、別表１に定める額とする。 

 

 （旅費等） 

第５条 役員が法人の運営業務のために出張するときは、旅費を支給するものとする。その算定方 

法は、法人の旅費支給内規に準ずる。ただし、理事会及び評議員会に出席するときは、これを 

支給しない。 

２  評議員が評議員会に出席するときは、旅費を支給するものとする。その算定方法は、法人の 

旅費支給内規に準ずる。ただし、理事、監事、及び職員としての立場を有する評議員に対して 

は、これを支給しない。 

 

（報酬等の支給方法） 

第６条 役員の報酬は、毎年２回（９月・３月）現金で支給する。ただし、職員理事については毎年１ 

回（３月）現金で支給する。 

２  評議員の報酬及び出席旅費は、業務にあたる都度現金で支給する。 

３  報酬は､法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を 

控除して支給する。 

 

（公表） 

第７条 法人は、この規程をもって、寄附行為第６８条第１項第２号に定める役員及び評議員に対 

する報酬等の基準として公表する。 



（補則） 

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定めるもの 

とする。 

 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事長が評議員会の意見を聴いた上で、理事会の決議によって行 

なう。 

 

附 則 

この規程は令和２年４月１日より施行する。 

  附 則 

この規定は令和４年１０月１日より施行する。 

別表１（役員の報酬 職員理事）を改正する。 

附 則 

この規定は令和７年４月１日より施行する。 

 寄附行為の改正に伴い、関連条文（第 1条・第 2条・第 7条）を改正する。 

  評議員の報酬の支給に伴い、関連条文（第 3条～第 7条）を改正する。 

  別表１（役員及び評議員の報酬）を改正する。 

 

別表１（役員及び評議員の報酬） 

職      名 支 給 額 

理  事  長  

年額 

５７６，０００円 

理     事 １９２，０００円 

職 員 理 事 １４４，０００円 

監 事 １９２，０００円 

評 議 員 日額 ６，０００円 

 


